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質問事項と回答

番号 質問事項 質問回答

質問に対する回答について

　パイプ式ひずみ計の観測孔については、特記仕様書
（案）2-8-4パイプ式ひずみ計に記載の通り、設置のための
ボーリング費用をパイプ式ひずみ計設置に含んでいます。

特記仕様書(案)において地下水位観測はボーリング
孔で行うと記載がありますが、パイプ式ひずみ計は
別途、掘削（ボーリング）により観測孔を掘り、設
置すると考えてよろしいでしょうか。
この場合、パイプ式ひずみ計を設置するための掘削
（ボーリング）にかかる費用は、契約後の変更協議
の対象になりますでしょうか。それとも参考業務規
模にはパイプひずみ計を設置するための掘削（ボー
リング）にかかる費用も含んでいると考えています
でしょうか。1


